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各関係団体の長 殿 

茨城県福祉部長寿福祉課長   

 

 

「茨城県地域リハ・ステーション」の指定に係る特例措置について（通知） 

 

 

 平素より本県の保健福祉行政にご協力賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、地域リハビリテーションの推進につきましては、「茨城県地域リハビリテーション

強化対策事業実施要項」を制定し、事業にご協力いただける医療機関等を「茨城県地域リ

ハ・ステーション」（別紙１）に指定し、取組の推進を図っているところです。 

 今般、「茨城県地域リハ・ステーション」の指定を希望する医療機関等が、速やかに指定

申請を行えるよう、下記のとおり特例措置を講じることとしました。 

 つきましては、下記内容について御了知いただくとともに、関係する施設等に対して周

知いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 特例措置の期間 

  令和４年４月１日から令和７年３月 31 日までの３年間 

 

２ 特例措置の内容 

  これまで、「茨城県地域リハ・ステーション」の指定申請にあたっては、指定研修（※）

のいずれかを修了した理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士を１名以上雇用してい

ることを要件としていましたが、次の①から③の条件をすべて満たした場合は、指定申

請をできることとしました。 

  ① 指定研修の受講及び「茨城県地域リハ・ステーション」の指定申請について、医

療機関等の施設管理者が同意していること。 

  ② 実務経験を５年以上有する理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士が所属して

いること。 

  ③ 指定研修のいずれかについて受講の申込手続が完了していること 

 

３ 留意事項 

・ 指定研修は、申込みから１年以内に修了することを原則とします。 

  

※ 指定研修について（別紙２） 

 ア 茨城県地域リハビリテーションアドバイザー養成講習会 

 イ 茨城県介護予防リハビリテーション専門職指導者養成研修 

 

 

＜指定及び研修に関するお問合せ先＞ 

茨城県地域リハビリテーション支援センター 

（茨城県立医療大学 病院管理課内） 宮本 

〒300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見 4733 

電 話 029-888-9200  

メール chiikiri@ami.ipu.ac.jp 

＜事業に関するお問合せ先＞ 

 茨城県福祉部長寿福祉課 

  介護基盤整備・支援グループ 奥薗 

 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978 番 6 

 電 話 029-301-3321 

 メール chofuku3@pref.ibaraki.lg.jp 



「茨城県地域リハ・ステーション」の募集について
地域リハビリテーション強化対策事業にご協力いただける機関として
「茨城県地域リハ・ステーション」を募集しています。

「茨城県地域リハ・ステーション」の指定要件
以下の両方の要件を満たす施設等であること。

① 次のいずれかの施設等
ア 医療機関（運動器リハ料又は脳血管疾患リハ料の届出施設）
イ 介護保険事業所（介護保険法に基づき茨城県知事が指定する施設）
ウ 障害福祉事業所（障害者総合支援法に基づき茨城県知事が指定する施設）
エ その他、教育・研究機関、又は職能団体

② 次のいずれかの研修を修了したリハビリテーション
専門職を１名以上雇用（別途特例措置あり）
ア 茨城県地域リハビリアドバイザー養成講習会
イ 茨城県介護予防リハビリ専門職指導者養成研修

業務内容
① 会議等における関係機関との情報共有等

② 市町村が行う一般介護予防事業等への支援

③「リハビリ相談」の実施
（介護支援専門員との同行訪問による助言指導等）

指定の流れ

申請者
• 指定申請書の提出

協議会
• 申請内容の審査

茨城県
• 指定結果の通知

地域リハビリテーション強化対策事業について

県民が地域で適切なリハビリを受けられるよう、医療機関
や介護事業所を含めた協力体制を構築し、そのネットワー
クを活かして県民への直接的な支援（制度を補完する取組
など）を行うことを目的としています。

費用負担
「リハビリ相談」の実施にかかる経費補助
（１件あたり５千円）

過去に上記研修を受けたスタッフが所属する機関の積極的なご応募もお待ちしています。

別紙１



指定研修の概要

地域リハビリテーション
アドバイザー養成講習

介護予防リハビリテーション
専門職指導者養成研修

（事業目的）
地域のリーダー人材となるため、地域リハビリテーションに関す
る幅広い知識を学ぶ

（事業目的）
地域ケア会議や通いの場等において、技術的助言等を実施でき
るよう地域包括ケアシステムや介護予防の取組を学ぶ

（事業内容）
地域リハビリテーションに関する研修
■集合研修（約1.5H×16回）
※新型コロナウイルス感染症対策のためオンライン実施

・地域リハ総論
・リハ医療総論
・小児リハ
・災害リハ 等

（事業内容）
介護予防推進に関する研修

■集合研修（約6H×6回）
※令和３年度は新型コロナウイルス感染症対策のためオンライン実施。

令和４年度については調整中。

・介護予防論、介護保険制度
・介護予防事業、実践報告例
・地域ケア会議、
・障害者、多職種連携 等

（研修対象）
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・
医師・看護師・社会福祉士・管理栄養士等

（研修対象）
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

（研修期間）
令和４年（2022年）５月26日から
令和５年(2023年）３月23日まで

（研修期間）
令和４年(2022年)８月から
令和５年(2023年)２月下旬まで（予定）

（お問合せ先）
茨城県地域リハビリテーション支援センター

（茨城県立医療大学 病院管理課内）宮本
電話番号 029-888-9200

（お問合せ先）
一般社団法人 茨城県リハビリテーション専門職協会
電話番号 029-306-7765
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